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株主各位

（証券コード 6785）

2025年９月10日

　　　　　　　　（電子提供措置の開始日2025年９月４日）

株 主 各 位
長野県須坂市大字小河原2150番地１

株 式 会 社 鈴 木
代表取締役社長 鈴 木 教 義

【当社ウェブサイト】

https://www.suzukinet.co.jp/

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/6785/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第56期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第56期定時株主総会を下記により開催いたしますので､ 
ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式関連
情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「鈴
木」または「コード」に当社証券コード「6785」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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株主各位

１．日 時 2025年９月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 長野県須坂市大字須坂1295番地１

須坂市シルキーホール　３階　第１ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第56期（2024年７月１日から2025年６月30日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第56期（2024年７月１日から2025年６月30日まで）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使
することができますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使して
くださいますようお願い申しあげます。
［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社の指定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）において、賛否
をご入力のうえ、2025年９月25日（木曜日）午後５時15分までに議決権をご行使
ください。
［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2025年９月25日（木曜
日）午後５時15分までに到着するようご送付ください。

敬　具
記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

・インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われ

た議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

・インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合

は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものと

してお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案

に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱

いいたします。

・後述の【議決権行使についてのご案内】もあわせてご参照ください。

以　上
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株主各位

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ

イトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措

置事項を記載した書面をお送りいたします。

なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社

定款第13条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用

状況の概要」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計

算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成す

るに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎ご来場にあたり、サポートが必要な方は、事前にお電話でご連絡くださいます

　ようお願い申しあげます。

　株式会社鈴木

　電話026-251-2600　（土日祝日を除く午前８時25分～午後５時15分）

【株主様へのお願い】
　株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布は取り止めさせていただいており

ます。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネット等で議決権

を行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提

出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛

否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛

否をご表示のうえ、行使期限までに

到着するようお早めにご返送くださ

い。

日　時 行使期限 行使期限

2025年９月26日（金曜日）

午前10時
2025年９月25日（木曜日）

午後５時15分入力完了分まで
2025年９月25日（木曜日）

午後５時15分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・４号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２・３号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

株式会社鈴木

（
切
取
線
）

株式会社鈴木

株式会社鈴木

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効

な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後

に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の

表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

ＱＲコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議

決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

株式会社鈴木

株式会社鈴木

××××年　×月××日

株式会社鈴木

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

株式会社鈴木

株式会社鈴木

××××年　×月××日

株式会社鈴木

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが
可能です。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

(2024年７月１日から
2025年６月30日まで)

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やイン

バウンド需要の増加により緩やかな回復基調にあるものの、原材料およ

びエネルギー価格の高騰や円安基調での推移も影響し、物価上昇の継続

による消費者マインドの改善に足踏みもみられました。

また、米国関税政策の動向、ウクライナおよび中東地域をめぐる情勢

や金利水準の変動等の金融政策の影響などにより、依然として先行き不

透明な状況が続いております。

当社グループにおいては、部品セグメントの主力であるスマートフォ

ン関連部品は堅調で、半導体関連部品や産機向けは緩やかに回復基調と

なり、自動車電装部品も概ね計画通り推移しました。機械器具セグメン

トでは自動機器および医療組立共に堅調に推移しました。

その結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高333億２千２百万円

（前期比20.2％増）、営業利益は42億９千２百万円（同27.4％増）、経

常利益は42億６百万円（同14.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利

益は27億６千万円（同21.7％増）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

(a) 金型

　電子機器向け、自動車電装向け金型を主軸として販売してまいりま

した。電子機器向け、自動車電装向け共に前期と比較して受注が軟調

に推移し、前期と比較して減収減益となりました。

　その結果、売上高は12億５千１百万円（前期比19.8％減）、セグメ

ント利益は２億５千４百万円（同58.5％減）となりました。

(b) 部品

　電子機器向け部品、自動車電装向け部品を主軸として販売してまい

りました。電子機器向け部品はスマートフォン関連部品および車載向

けは堅調に推移し、半導体関連部品や産機向けも復調してきました。

また、自動車電装部品も概ね計画通り推移し、全体では前期と比較し

て増収増益となりました。

　その結果、売上高は256億２千３百万円（前期比25.4％増）、セグ

メント利益は47億２百万円（同45.0％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

区分

第 55 期 第 56 期
当連結会計年度

前連結会計
年度比増減

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高

千円 ％ 千円 ％ 千円

金 型 1,561,635 5.6 1,251,885 3.7 △309,749

部 品 20,430,283 73.7 25,623,491 76.9 5,193,208

機 械 器 具 5,726,846 20.6 6,439,725 19.3 712,879

賃 貸 7,396 0.1 7,662 0.1 266

 合 計 27,726,161 100.0 33,322,765 100.0 5,596,604

(c) 機械器具

　各種自動機器、医療器具を主軸として販売してまいりました。自動

機器、医療器具共に需要が計画を上回り堅調に推移した結果、前期と

比較して増収増益となりました。

　その結果、売上高は64億３千９百万円（前期比12.4％増）、セグメ

ント利益は７億４千１百万円（同10.3％増）となりました。

(d) 賃貸

賃貸事業、売電事業を行っております。

新規賃貸契約により売上高は７百万円（前期比3.6％増）、セグメ

ント利益は１億１百万円（同22.2％増）となりました。

上記のセグメント利益については、セグメント間取引消去前の金額

で記載しております。

　事業別売上高の推移

②　設備投資の状況

当社グループでは、部品事業の生産設備増設のほか、技術革新への対

処や価格競争力を強化するための省力化装置、合理化装置、および精密

加工設備など、当連結会計年度において28億２千５百万円の設備投資を

実施しました。金型事業においては、生産能力増強、精度向上のための

金型パーツ加工用機械の増設を中心に３億６千４百万円の設備投資を実

施しました。部品事業においては、車載部品増産のための生産設備増

設、および生産能力増強のためのプレス機と成型機の増設と更新、さら

に自動化のための周辺機器設備の増設など22億９千６百万円の設備投資

を実施しました。機械器具事業においては、生産性向上のためのソフト

ウェア改修、および工場施設改修など４千１百万円の設備投資を実施し

ました。

なお、上記以外に全社資産およびセグメント間取引消去があります。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

③　資金調達の状況

設備投資の所要資金は、銀行借入および自己資金をもって充当しました。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

    継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

区　　分
第 53 期

(2022年６月期)
第 54 期

(2023年６月期)
第 55 期

(2024年６月期)

第 56 期
(当連結会計年度)
(2025年６月期)

売 上 高 (千円) 26,085,514 26,374,322 27,726,161 33,322,765

経 常 利 益 (千円) 3,371,211 3,236,534 3,668,604 4,206,501

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 2,087,794 1,956,736 2,267,676 2,760,595

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 145.26 136.22 158.11 192.37

総 資 産 (千円) 32,262,209 34,428,566 37,063,860 39,772,776

純 資 産 (千円) 21,714,864 23,552,026 26,064,677 27,901,814

１株当たり純資産額 (円) 1,473.96 1,598.35 1,757.66 1,875.64

　(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

　　① 企業集団の財産および損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、１株当たり純

資産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

区　　分
第 53 期

(2022年６月期)
第 54 期

(2023年６月期)
第 55 期

(2024年６月期)

第 56 期
(当事業年度)
(2025年６月期)

売 上 高 (千円) 14,967,902 14,568,147 14,369,838 18,483,369

経 常 利 益 (千円) 2,264,038 2,173,809 2,245,750 2,895,970

当 期 純 利 益 (千円) 1,637,415 1,604,817 1,726,670 2,317,562

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 113.92 111.72 120.39 161.50

総 資 産 (千円) 26,139,476 27,559,103 29,265,502 30,773,003

純 資 産 (千円) 20,120,664 21,559,342 23,301,500 24,691,554

１株当たり純資産額 (円) 1,400.01 1,503.94 1,624.28 1,720.32

　　② 当社の財産および損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、１株当たり純

資産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社
千円

80,000
51％ コネクタ端子製造･販売

Ｓ＆Ｓアドバンストテクノロジーズ
株 式 会 社

千円
80,000

51％
ワイヤーハーネス用生産設
備の開発、設計、製造・販売

エ ス メ デ ィ カ ル 株 式 会 社
千円

80,000
100％ 医療用機器組立・製造・販売

鈴木東新電子(中山)有限公司
千米ドル

8,050
80％ コネクタ端子製造･販売

鈴木東新電子(香港)有限公司
千香港ドル

1,200
80％ コネクタ端子販売

PT.SUGINDO INTERNATIONAL
千ＩＤルピア

236,203,774
99.99％ 自動車部品、電子部品製造・販売

(3) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

(4) 対処すべき課題

世界経済は、米国関税政策による下押し圧力が強まることへの懸念や、急

激なインフレと金融引き締め、ウクライナおよび中東地域の紛争長期化など

の地政学的リスクにより、先行き不透明感は続いています。

電子部品業界におきましては、自動車のEV化や自動運転技術の高度化、工

場の自動化に伴う高性能なFA機器や産業用ロボットの需要増大などが、電子

部品需要の牽引役として期待されています。またIoT、高速移動通信、

AI（人工知能）など進展があらゆる産業分野での技術革新を促進させ、新た

な用途を生み出しています。

当社グループはこれまで培った精密金型技術や独自の部品生産技術、合理

化設備などの総合力を活かして利益追求に注力してまいります。また今後の

成長領域と考える自動車部品事業への戦略的投資を継続し、安定した収益の

確保と着実に成長できる経営体質へ強化してまいります。

事 業 内 容 主 要 製 品

金 型 精密プレス金型、精密モールド金型

部 品 コネクタコンタクト、コネクタハウジング、自動車電装部品

機 械 器 具 車載関連装置、半導体関連装置、専用機、医療器具

賃 貸 賃貸事業、売電事業

(5) 主要な事業内容（2025年６月30日現在）

　当社グループは主として電気機器業界、情報・通信機器業界、自動車業界

への精密プレス金型、各種コネクタ用部品、半導体関連装置等の製造、販売

および医療機器業界への医療器具の組立等を主たる業務としております。

(6) 主要な営業所および工場（2025年６月30日現在）

① 当社の主要な営業所および工場

本社 長野県須坂市大字小河原2150番地１

工場 金型製造部 （精密プレス金型等） 長野県須坂市

部品製造部 （コネクタ用部品等） 長野県須坂市

生産システム製造部（半導体関連装置等） 長野県須坂市

② 主要な子会社の営業所

Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社 長野県須坂市

Ｓ＆Ｓアドバンストテクノロジーズ株式会社 長野県須坂市

エスメディカル株式会社 長野県須坂市

鈴木東新電子(中山)有限公司 中国中山市

鈴木東新電子(香港)有限公司 中国香港

PT.SUGINDO INTERNATIONAL インドネシア共和国西ジャワ州
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使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

金 型 115名 0名

部 品 605名 +12名

機 械 器 具 296名 -12名

全 社 ( 共 通 ) 75名 +6名

合 計 1,091名 +6名

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

495名 +4名 40.97歳 18.45年

(7) 使用人の状況（2025年６月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は当連結会計年度末日の就業員数（派遣出向者を除き、受入出向者を含

む）を記載しております。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は当事業年度末日の就業員数（派遣出向者を除き、受入出向者を含

む）を記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 824,700千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 355,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年６月30日現在）

（注）企業集団の主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき重要な事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ク リ ン ゲ ル 2,272千株 15.83％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

1,435 10.00

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ）

1,002 6.99

鈴 木 従 業 員 持 株 会 545 3.80

鈴 木 教 義 379 2.64

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 310 2.16

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 193 1.35

小 　 島 　 ま ゆ み 160 1.11

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 160 1.11

鈴 木 照 子 160 1.11

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役と監査等委員を除く） 7,100株 ５名

社外取締役（監査等委員を除く） － －

監査等委員である取締役 － －

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年６月30日現在）

①　発行可能株式総数　　　　　22,380,000株

②　発行済株式の総数　　　　　14,404,400株

③　株主数　　　　　　　　　　　　14,415名

④　大株主（上位10名）

（注）１. 持株数は千株未満を切り捨てております。

２. 持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

３. 持株比率は、自己株式（51,543株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の

状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「２．(3)⑤取締役の報酬等」に記載しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 　 教 義
鈴木東新電子(香港)有限公司董事
鈴木東新電子(中山)有限公司董事

取 締 役 青 木 　 栄 二

常 務 執 行 役 員 製 造 本 部 長
鈴木東新電子(香港)有限公司董事
鈴木東新電子(中山)有限公司董事
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社代表取締役社長

取 締 役 小 川 　 清 久
執 行 役 員 管 理 本 部 長
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社監査役

取 締 役 中 島 　 慶 昭
執 行 役 員 営 業 本 部 長 兼 営 業 部 長
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社取締役

取 締 役 倉 島 　 淳 生
執行役員技術開発本部長兼技術開発部長
PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役

取 締 役 日 隈 　 久 美 子 とどろき社会保険労務士法人代表社員

取締役（監査等委員・常勤） 本 間 　 浩 正
Ｓ＆Ｓアドバンストテクノロジーズ株式会社監査役
エスメディカル株式会社監査役

取締役（監査等委員） 松 本 　 光 博

フィンポート会計グループ代表
株式会社ニフコ社外取締役監査等委員
鈴木東新電子(中山)有限公司監察人
PT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役

取締役（監査等委員） 河 辺 　 悠 介
い ち り ん 法 律 事 務 所 所 員
昭 和 商 事 株 式 会 社 社 外 監 査 役

氏名 退任日 退任理由 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況

髙山　章 2024年９月27日 任期満了
常務執行役員

PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2025年６月30日現在）

（注）１. 取締役日隈久美子氏ならびに取締役（監査等委員）松本光博氏および河辺悠介氏は、

社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）松本光博氏および河辺悠介氏は、以下のとおり、財務および会

計ならびに法律に関する相当程度の知見を有するものであります。

・松本光博氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

・河辺悠介氏は、弁護士の資格を有しております。

３. 当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効

性を高め、監査・監督機能を強化するために、本間浩正氏を常勤の監査等委員として

選定しております。

４. 当社は、取締役日隈久美子氏ならびに取締役（監査等委員）松本光博氏および河辺悠

介氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

５. 事業年度中に退任した取締役
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会社役員の状況

氏名 異動前 異動後 異動日

河辺　悠介 いちりん法律事務所所員 弁護士法人OAKRYS信州総合法律事務所所員 2025年８月

６. 事業年度末日の翌日以降における取締役の地位・担当および重要な兼職の異動状況は

次のとおりであります。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役日隈久美子氏ならびに社外取締役（監査等委員）松本光

博氏および河辺悠介氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としておりま

す。

③　補償契約の内容の概要等

　　該当事項はありません。

④　役員等賠償責任保険契約に関する内容の概要

　　該当事項はありません。

⑤　取締役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2022年８月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報

酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に

際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、

答申を受けております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で

決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申

が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると

判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで

す。

ａ．基本方針

当社の取締役の報酬は、経営方針に従い継続的かつ中長期的に企業価

値の向上を図るモチベーションとして十分に機能し、株主利益と連動し

た報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては株主総会の決議

により定められた報酬限度の範囲内において各職責を踏まえた適正な水

準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報

酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与および非金銭報酬とし

ての株式報酬により構成する。
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会社役員の状況

ｂ．基本報酬に関する方針

　（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　各取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数

に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、

総合的に勘案して妥当な水準を決定するものとする。

ｃ．業績連動報酬等に関する方針

　（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　業績連動報酬等は、事業年度ごとの連結業績等に応じ、各取締役の重

点施策の推進状況を勘案して、算出された額を賞与として、毎年、一定

の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、初期設定後、適

宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行

うものとする。なお、 取締役の重点施策にはESG（環境・社会・ガバナ

ンス）等の非財務指標に関わる取組も含めるものとする。

ｄ．非金銭報酬等に関する方針

　（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　非金銭報酬等は、株主価値増大への貢献意欲の向上、業績目標達成へ

のインセンティブの向上とともに自社株保有の促進を図るため譲渡制限

付株式とし、各事業年度の連結業績等に応じ、各取締役の役割および在

任期間等に基づき、毎年、一定の時期に交付する。目標となる業績指標

とその値は、初期設定後、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会

の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

ｅ．報酬等の割合に関する方針

　各取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や

関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏ま

え、上位の役位ほど業績連動報酬のウエートが高まる構成とし、取締役

会が指名・報酬委員会に原案を諮問し、指名・報酬委員会において検討

を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し，当該答申で

示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を

決定することとする。報酬等の種類ごとの割合の目安は、基本報酬を60

～75％、業績連動報酬等を15～30％、非金銭報酬等を5～15％（業績連

動報酬目標を100％達成した場合）とする。

ｆ．報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の個人別の報酬額は、本方針に基づき各取締役の役割、貢献

度、業績等の評価に基づき、独立社外役員が議長となりかつ過半数を占

める指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ意見具申をする。取締役会

はその意見具申を受けて、同委員会の審議内容に基づき取締役の個人別

の報酬等の内容を決定する。

－ 15 －
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会社役員の状況

役 員 区 分 支給人員
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の額（千円）

固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役(監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

７名
(１)

198,839
(5,600)

135,440
(4,800)

51,400
(800)

11,999
(－)

取締役(監査等委員）

（うち社外取締役）

３名
(２)

31,716
(17,650)

27,516

(15,450)

4,200

(2,200)

－
(－)

合計

（うち社外取締役）

１０名
(３)

230,555
(23,250)

162,956

(20,250)

55,600

(3,000)

11,999
(－)

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役には、使用人分給与は支給しておりません。

２. 取締役の報酬限度額は、2015年９月25日開催の第46期定時株主総会において、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）について年額２億円以内（ただし、使

用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額４千万円以内と

決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の員数は４名、取締役（監査等委員）の員数は３名です。

また、金銭報酬とは別枠で、2020年９月25日開催の第51期定時株主総会におい

て、株式報酬の額として年額４千万円以内、株式数の上限を年５万株以内（社外

取締役および監査等委員である取締役は付与対象外。）と決議しております。当

該株主総会終結時点の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除

く。）の員数は４名です。

３. 業績連動報酬は、毎期の業績向上を動機づけるため、連結業績および配当方針等

を考慮した一定の基準に基づき算出した額を役員賞与として、毎年一定の時期に

支給しております。当事業年度の役員賞与につきましては取締役（社外取締役お

よび監査等委員である取締役を除く。）５名に対して50,600千円を支給いたしま

す。

４．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「イ．役員報

酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また当事業年度におけ

る交付状況は「２．(1)⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し

て交付した株式の状況」に記載しております。

５．取締役(監査等委員を除く）の報酬等の総額には、2024年９月27日開催の第55期

定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。なお、当

事業年度末日現在の会社役員の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除

く。）６名（うち、社外取締役１名。）および取締役（監査等委員）３名（う

ち、社外取締役２名。）であります。

⑥　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役日隈久美子氏は、とどろき社会保険労務士法人代表社員でありま

－ 16 －
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会社役員の状況

取締役会(13回開催) 監査等委員会（13回開催)

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取締役 日隈久美子 13回 100％ － －

取締役(監査等委員） 松 本 光 博 13回 100％ 13回 100％

取締役(監査等委員） 河 辺 悠 介 13回 100％ 13回 100％

す。当社ととどろき社会保険労務士法人との間には特別の取引関係はあ

りません。

・取締役(監査等委員)松本光博氏は、フィンポート会計グループ代表およ

び株式会社ニフコ社外取締役監査等委員および鈴木東新電子（中山）有

限公司監察人ならびにPT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役であります。当

社とフィンポート会計グループおよび株式会社ニフコとの間には特別の

取引関係はありません。鈴木東新電子（中山）有限公司および

PT.SUGINDO INTERNATIONALは当社の海外子会社であり、両社との間には

営業取引関係があります。

・取締役(監査等委員)河辺悠介氏は、いちりん法律事務所所員および昭和

商事株式会社社外監査役であります。当社といちりん法律事務所との間

には特別の取引関係はありません。当社と昭和商事株式会社との間には

保険代理店取引があります。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査等委員会への出席状況

・取締役会および監査等委員会における発言状況および社外取締役に期待

される役割に関して行った職務の概要

　　取締役日隈久美子氏は、社会保険労務士また経営コンサルタントとし

ての専門的見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。また、取締役会におい

て、主に当社の経営全般のアドバイス等について適宜、必要な発言を行

っており、当社経営の透明性・公正性の確保および向上に重要な役割を

果たしております。

　　取締役(監査等委員）松本光博氏は、公認会計士としての専門的見地か

ら取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための発言を行っております。また、監査等委員会において、主に当社

の経理ならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

この他、同氏は当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員と

して、取締役の指名、報酬案について意見具申を行い、当社経営の透明

性・公正性の確保および向上に重要な役割を果たしております。

－ 17 －
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会社役員の状況

　　取締役(監査等委員）河辺悠介氏は、弁護士として法律に関する専門

的な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当

性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員

会において、主に監査結果についての意見交換等、専門的見地から適

宜、必要な発言を行っております。この他、同氏は当社の任意の諮問機

関である指名・報酬委員会の委員長として、取締役の指名、報酬案につ

いて審議を主導し、委員会としての案をとりまとめて取締役会に答申

し、当社経営の透明性・公正性の確保および向上に重要な役割を果たし

ております。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 35,800千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

47,530千円

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意の判断をいたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、鈴木東新電子(中山)有限公司、鈴木東新電子(香港)有限

公司、PT.SUGINDO INTERNATIONALについては、当社の会計監査人以外の監査法人（外

国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けておりま

す。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨

およびその理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

－ 19 －
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連結貸借対照表

（2025年６月30日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

会 員 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

19,463,936

6,807,020

1,600

537,679

6,653,866

397,556

2,029,138

1,872,524

1,164,550

20,308,839

17,333,152

8,967,425

5,502,794

681,205

1,895,296

286,429

147,109

146,869

240

2,828,577

2,574,562

4,485

31,085

47,966

31,011

140,528

△1,060
　

流 動 負 債 9,800,748

買 掛 金 5,809,233

短 期 借 入 金 1,274,842

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 601,200

契 約 負 債 206,570

未 払 金 548,699

未 払 法 人 税 等 687,258

未 払 消 費 税 等 40,354

賞 与 引 当 金 164,836

役 員 賞 与 引 当 金 55,600

そ の 他 412,152

固 定 負 債 2,070,213

長 期 借 入 金 578,500

長 期 未 払 金 327,520

繰 延 税 金 負 債 203,047

退職給付に係る負債 953,584

そ の 他 7,561

負 債 合 計 11,870,962

純 資 産 の 部

株 主 資 本 25,421,756

資 本 金 2,442,450

資 本 剰 余 金 2,222,134

利 益 剰 余 金 20,807,007

自 己 株 式 △49,835

その他の包括利益累計額 1,498,979

その他有価証券評価差額金 1,503,400

為替換算調整勘定 △18,626

退職給付に係る調整累計額 14,204

非 支 配 株 主 持 分 981,078

純 資 産 合 計 27,901,814

資 産 合 計 39,772,776 負 債 ・ 純 資 産 合 計 39,772,776

連 結 貸 借 対 照 表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2024年７月１日から
2025年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 33,322,765

売 上 原 価 26,397,415

売 上 総 利 益 6,925,349

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,632,734

営 業 利 益 4,292,614

営 業 外 収 益

受 取 利 息 15,229

受 取 配 当 金 13,974

受 取 賃 貸 料 11,471

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 13,327

そ の 他 21,282 75,284

営 業 外 費 用

支 払 利 息 50,412

為 替 差 損 110,985

そ の 他 0 161,398

経 常 利 益 4,206,501

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 16,764

投 資 有 価 証 券 売 却 益 33,568

補 助 金 収 入 60,030 110,362

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 5,596

固 定 資 産 除 却 損 1,569

固 定 資 産 圧 縮 損 49,666

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,297 58,129

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,258,734

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,111,145

法 人 税 等 調 整 額 △25,465 1,085,679

当 期 純 利 益 3,173,055

非支配株主に帰属する当期純利益 412,459

親会社株主に帰属する当期純利益 2,760,595

連 結 損 益 計 算 書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2025年６月30日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輌 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

長 期 未 収 入 金

会 員 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

12,033,922

4,404,986

1,600

537,679

3,592,265

48

1,492,351

1,164,406

41,479

157,953

641,150

18,739,080

14,137,652

7,749,512

585,527

3,634,124

33,783

373,651

1,655,090

105,963

97,441

97,201

240

4,503,986

2,574,562

1,781,604

4,460

27,289

19,600

31,011

66,519

△1,060
　

流 動 負 債 3,849,173

買 掛 金 1,809,713

１年内返済予定の長期借入金 601,200

契 約 負 債 189,803

未 払 金 356,139

未 払 費 用 149,962

未 払 法 人 税 等 429,481

預 り 金 156,961

賞 与 引 当 金 100,311

役 員 賞 与 引 当 金 55,600

固 定 負 債 2,232,275

長 期 借 入 金 578,500

退 職 給 付 引 当 金 963,262

繰 延 税 金 負 債 230,056

長 期 未 払 金 327,520

関係会社事業損失引当金 125,374

資 産 除 去 債 務 7,561

負 債 合 計 6,081,448

純 資 産 の 部

株 主 資 本 23,188,154

資 本 金 2,442,450

資 本 剰 余 金 2,455,472

資 本 準 備 金 2,446,873

その他資本剰余金 8,598

利 益 剰 余 金 18,340,067

利 益 準 備 金 115,000

その他利益剰余金 18,225,067

別 途 積 立 金 6,250,000

繰越利益剰余金 11,975,067

自 己 株 式 △49,835

評価・換算差額等 1,503,400

その他有価証券評価差額金 1,503,400

純 資 産 合 計 24,691,554

資 産 合 計 30,773,003 負 債 ・ 純 資 産 合 計 30,773,003

貸　借　対　照　表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2024年７月１日から
2025年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 18,483,369

売 上 原 価 14,443,086

売 上 総 利 益 4,040,283

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,804,922

営 業 利 益 2,235,361

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,127

受 取 配 当 金 431,104

業 務 受 託 料 139,356

受 取 賃 貸 料 7,022

貸 倒 引 当 金 戻 入 63,004

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 105,911

そ の 他 21,541 780,066

営 業 外 費 用

支 払 利 息 298

為 替 差 損 119,159

そ の 他 0 119,457

経 常 利 益 2,895,970

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 9,758

投 資 有 価 証 券 売 却 益 33,568

補 助 金 収 入 60,030 103,356

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 339

固 定 資 産 除 却 損 131

固 定 資 産 圧 縮 損 49,666

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,297 51,435

税 引 前 当 期 純 利 益 2,947,892

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 654,995

法 人 税 等 調 整 額 △24,665 630,329

当 期 純 利 益 2,317,562

損　益　計　算　書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 23 －



2025/08/29 13:10:33 / 25215810_株式会社鈴木_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 野 水 善 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 野 祐 平

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2025年８月８日

株式会社鈴木
取締役会　御中

　　　　EY新日本有限責任監査法人
　　　　　松 　本 　事 　務 　所

監査意見

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社鈴木の

２０２４年７月１日から２０２５年６月３０日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社鈴木及び連結子会社からな

る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類

の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、

監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適

用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 野 水 善 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 野 祐 平

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2025年８月８日

株式会社鈴木
取締役会　御中

　　　　EY新日本有限責任監査法人
　　　　　松 　本 　事 　務 　所

監査意見

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社

鈴木の２０２４年７月１日から２０２５年６月３０日までの第５６期事業年

度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ

いて監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。
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計算書類に係る会計監査報告

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2024年７月１日から2025年６月30日までの第56期事

業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法

及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の

状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す

るとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の指

針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、取締役会、各部

門経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財

産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締

役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子

会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関

する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ

て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし

た。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2025年８月８日

株 式 会 社 鈴 木 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 本 間 浩 正 ㊞

監 査 等 委 員 松 本 光 博 ㊞

監 査 等 委 員 河 辺 悠 介 ㊞

（注）　監査等委員松本光博氏及び監査等委員河辺悠介氏は、会社法第２条

第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けており

ます。当期期末配当につきましては、2024年８月８日に公表いたしました株主

還元方針に則り、業績に対応して安定した配当を行うことを基本とし、あわせ

て配当性向、株主資本配当率、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備え

るための内部留保の充実などを総合的に勘案して、以下の通りとさせていただ

きたいと存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式　１株につき金45円　　配当総額は645,878,565円

なお、中間配当金として１株につき金40円をお支払いしておりますの

で、当期の年間配当金は１株につき金85円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年９月29日

－ 32 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

候 補 者

番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

１

すず

鈴
き

木　
のり

教
よし

義

(1961年７月５日生)

1982年３月 当社入社
1987年８月 当社取締役企画室長
1989年７月 当社取締役生産統轄本部長
1991年５月 当社代表取締役社長（現任）

379,540株

【重要な兼職の状況】

鈴木東新電子(香港)有限公司董事

鈴木東新電子(中山)有限公司董事

【選任理由】
鈴木教義氏を取締役候補者とした理由は、同氏は、1991年５月に当社代表取締役社
長に就任以来、代表取締役としての職責を果たし、経営全般およびグローバル事業
等を牽引し、強いリーダーシップを発揮して企業価値の持続的向上に努めて参りま
した。その実績、能力、また企業経営者としての豊富な経験をもち、人格、見識と
も優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全
員(６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者
について適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

－ 33 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

候 補 者

番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

２

あお

青
き

木
 

　
えい

栄
じ

二

(1964年３月22日生)

1982年３月 当社入社
2009年１月 当社金型製造部副部長
2010年１月 当社金型製造部部長
2011年７月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事およ

び鈴木東新電子(中山)有限公司董事
（現任）

2011年７月 同社総経理
2016年１月 S＆Sコンポーネンツ㈱取締役製造部長

兼生産管理部長
2017年10月 当社執行役員製造本部部品製造部長
2019年９月 当社取締役執行役員製造本部長
2021年５月 S＆Sコンポーネンツ㈱取締役
2021年９月 当社取締役常務執行役員製造本部長(現任）
2024年９月 S＆Sコンポーネンツ㈱代表取締役社長（現任）

21,900株

【重要な兼職の状況】
鈴木東新電子(香港)有限公司董事、鈴木東新電子(中山)有限公司董事
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ㈱代表取締役社長

【選任理由】
青木栄二氏を取締役候補者とした理由は、同氏は2019年９月より取締役執行役員と
して社長を補佐し、主に、製造部門のエキスパートとして当社および当社グループ
会社の企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、豊富な経験とともに
人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするもの
です。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

３

お

小
がわ

川　
きよ

清
ひさ

久

(1972年11月6日生)

1993年４月 当社入社
2006年７月 当社金型製造部生産管理課長
2008年７月 S＆Sコンポーネンツ㈱業務部業務課長
2014年１月 当社総務部総務課長
2017年１月 当社管理本部総務部副部長兼総務課長
2018年１月 当社管理本部総務部長
2020年９月 当社執行役員管理本部総務部部長兼施

設管理課長
2022年９月 当社執行役員管理本部長兼総務部長
2023年９月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長
2023年９月 S＆Sコンポーネンツ㈱監査役（現任）
2025年１月 当社取締役執行役員管理本部長（現任）

10,600株

【重要な兼職の状況】
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ㈱監査役

【選任理由】
小川清久氏を取締役候補者とした理由は、同氏は2020年９月より執行役員として社
長を補佐し、主に、総務部門のエキスパートとして当社および当社グループ会社の
企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、豊富な経験とともに人格、
見識とも優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

候 補 者

番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

４

なか

中
じま

島　
よし

慶
あき

昭

(1979年３月20日生)

2001年４月 当社入社
2012年７月 当社営業部部品営業一課長
2018年７月 当社営業本部営業部副部長兼部品営業

一課長
2019年７月 当社営業本部営業部長
2021年５月 当社執行役員営業本部長
2022年３月 当社執行役員営業本部長兼営業部長兼

ビジネス推進課長
2022年７月 当社執行役員営業本部長兼営業部長
2023年９月 当社取締役執行役員営業本部長兼営業

部長（現任）
2024年９月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役（現任）

1,900株

【重要な兼職の状況】

　Ｓ＆Ｓコンポーネンツ㈱取締役
【選任理由】
中島慶昭氏を取締役候補者とした理由は、同氏は2021年５月より執行役員として社
長を補佐し、営業部門のエキスパートとして当社および当社グループ会社の企業価
値の向上に貢献しております。その実績、能力、豊富な経験とともに人格、見識と
も優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

５

くら

倉
しま

島
 

　
あつ

淳
お

生

(1971年1月4日生)

1992年４月 当社入社
2003年１月 当社金型製造部技術課長
2006年１月 当社営業部部品営業二課長
2016年１月 当社営業部長
2017年９月 当社執行役員営業本部長
2019年９月 当社執行役員部品製造部長
2023年７月 当社執行役員技術開発本部長兼技術開

発部長
2024年９月 当社取締役執行役員技術開発本部長兼

技術開発部長（現任）
2024年11月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役（現任）

13,300株

【重要な兼職の状況】
　PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役

【選任理由】
倉島淳生氏を取締役候補者とした理由は、同氏は2017年９月より執行役員として社
長を補佐し、営業部門、製造部門、技術開発部門と多岐にわたる業務に精通してお
り、当社および当社グループ会社の企業価値の向上に貢献しております。その実
績、能力、豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締
役として選任をお願いするものです。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

－ 35 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

候 補 者

番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

６

ひの

日
くま

隈　
く

久
み

美
こ

子

(1970年11月23日生)

1993年４月 全日本空輸株式会社入社
1995年８月 全日本空輸株式会社退社
2005年２月 アルファコンサルティングオフィス(社

会保険労務士事務所）入社
2008年11月 アルファコンサルティングオフィス退社
2008年12月 労務プランニング井下事務所（社会保

険労務士事務所）入社
2009年４月 労務プランニング井下事務所退社
2009年７月 ひのくま社会保険労務士事務所所長
2019年５月 とどろき社会保険労務士法人代表社員

（現任）
2022年９月 当社社外取締役（現任）

200株

【重要な兼職の状況】

 とどろき社会保険労務士法人代表社員
【選任理由および期待される役割の概要】
日隈久美子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は直接会社経営に関与した経
験はありませんが、人事労務管理について豊富な知見を有しており、当該知見を活
かして特に労務管理面について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助
言等をいただくことを期待したためであります。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

（注）１．日隈久美子氏は、社外取締役候補者であります。

２．日隈久美子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役の在任期

間は、本総会終結の時をもって３年となります。

３．当社は日隈久美子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、日隈久美子氏の再任が承

認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、日隈久美子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役

員とする予定であります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候 補 者

番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

１

ほん

本
ま

間　
ひろ

浩
まさ

正

(1963年２月３日生)

1985年３月 当社入社
2009年１月 当社部品製造部特品生産課長
2009年７月 当社金型製造部技術一課長
2011年７月 当社金型製造部副部長兼技術課長
2012年１月 当社金型製造部副部長
2014年４月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL 代表取締役社長
2018年１月 当社管理本部経理部長
2018年10月 S&Sアドバンストテクノロジーズ㈱監査役（現任）
2023年９月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2024年９月 エスメディカル㈱監査役（現任）

11,500株

【重要な兼職の状況】

Ｓ＆Ｓアドバンストテクノロジーズ㈱監査役

エスメディカル㈱監査役

【選任理由】
本間浩正氏を取締役候補者とした理由は、同氏は、当社の製造業務、海外子会社業
務、経理業務など多様で豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かし、特
に経理関連について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いた
だくことを期待したためであります。

２

かわ

河
べ

辺　
ゆう

悠
すけ

介

(1977年８月15日生)

2009年12月 第二東京弁護士会登録
2009年12月 弁護士法人むらかみ入所
2012年２月 長野県弁護士会登録
2012年３月 河辺法律事務所設立所長
2012年９月 当社補欠監査役
2017年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年６月 いちりん法律事務所移籍
2025年６月 昭和商事㈱社外監査役（現任）
2025年８月 弁護士法人OAKRYS信州総合法律事務所

移籍（現任）

500株

【重要な兼職の状況】
弁護士法人OAKRYS信州総合法律事務所所員
昭和商事㈱社外監査役

【選任理由および期待される役割の概要】
河辺悠介氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は直接会社経営に関与した経験
はありませんが、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、引き続
き当該知見を活かし、特に企業法務についての専門的な観点から取締役の職務遂行
に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任
された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定
に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員(３名）は、本総会終結の時をもって任期満了
となります。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであり
ます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候 補 者

番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

３

　※
やま

山
だ

田　
かず

和
ひろ

弘

(1971年６月２日生)

1992年10月 青山監査法人入所
1997年４月 公認会計士登録
2001年９月 公認会計士山田和弘事務所設立所長

（現任）
2001年９月 ファイブタランツ・コンサルティング

㈱取締役（現任）

－株

【重要な兼職の状況】
公認会計士山田和弘事務所所長
ファイブタランツ・コンサルティング㈱取締役

【選任理由および期待される役割の概要】
山田和弘氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は直接会社経営に関与した経験
はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当
該知見を活かして特に財務・会計について専門的な観点から取締役の職務遂行に対
する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任され
た場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対
し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

（注）１．※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。

　　　２．河辺悠介氏は昭和商事株式会社の社外監査役であり、当社は同社との

間に保険代理店取引があります。その他の各候補者と当社との間に

は、特別の利害関係はありません。

　　　３．河辺悠介氏および山田和弘氏は、社外取締役候補者であります。

　　　４．河辺悠介氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります

が、在任期間は本総会終結の時をもって８年となります。

　　　５．当社は河辺悠介氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責

任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継

続する予定であります。また、山田和弘氏の選任が承認された場合

は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

　　　６．当社は、河辺悠介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合に

は、引き続き独立役員とする予定であります。また、山田和弘氏につ

きましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし

ており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、

同取引所に届け出る予定であります。
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補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴

（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る

当 社 の 株 式 数

こばやし

小林　
きよ

清
もと

素

(1970年２月6日生)

2003年12月 中野プラスチック工業㈱入社
2005年６月 同社取締役
2005年６月 中野精工（香港）有限公司董事総経理
2010年１月 同社専務取締役
2014年６月 同社代表取締役社長（現任）
2016年11月 アズビル太信㈱代表取締役副社長
2018年６月 中野精工（香港）有限公司董事長（現任）
2022年６月 アズビル太信㈱代表取締役社長（現任）
2024年３月 NAKANO PRECISION VIETNAM CO.,LTD.会長（現任）

－株

【重要な兼職の状況】

中野プラスチック工業㈱代表取締役社長、アズビル太信㈱代表取締役社長

中野精工（香港）有限公司董事長、NAKANO PRECISION VIETNAM CO.,LTD会長

【選任理由および期待される役割の概要】
小林清素氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、同氏は会社経営者として豊富な経験
と幅広い見識を有しており、当該知見を活かし、特に経営全般について、専門的な観点か
ら取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。ま
た、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬
等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

（注）１．小林清素氏は、中野プラスチック工業㈱代表取締役社長であります。

同社は当社の取引先ですが、年間取引額は、当社および同社のいずれ

から見ても、それぞれ売上高の１％未満であり、僅少であります。ア

ズビル太信㈱、中野精工（香港）有限公司およびNAKANO PRECISION 

VIETNAM CO.,LTD.と当社の間には特別の取引関係はありません。

　　　２．小林清素氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

　　　３．小林清素氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第

427条第１項の規定に基づき、法令が定める最低責任限度額を限度とし

て同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を当社と同氏の間

で締結する予定であります。

　　　４．小林清素氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出る予定であります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

会場　長野県須坂市大字須坂1295番地１
須坂市シルキーホール　３階　第１ホール

電話　026-215-2225
交通　○長野電鉄須坂駅から徒歩約１分

○須坂長野東ICより約15分
（車でお越しの株主様は近くの長野電鉄須坂駅前パーキング
をご利用ください。）
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